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消費者行政推進計画 

令和５(2023)年度～ 

令和７(2025)年度 

点検・評価結果の公表 

進行管理 

適宜見直し 

消費者行政推進委員会 

報告 意見 

令和５ 

(2023)年度 

 「消費者行政推進計画」の推進にあたっては、総合的かつ円滑な施行を確保するため、

関係局と連携し、推進体制を強化することにより、施策体系図の各具体的施策の総合的な

調整及び推進を図ります。 

【※施策体系図は43、44ページに掲載】 

「消費者行政推進計画」に位置付けられた事業が予定どおり実施されているかどうかを

点検し、その事業の成果・効果について評価し、その結果を今後の事業の取組に活かしてい

くことが重要となります。本計画においては、「消費者行政事業概要」を毎年度作成し、計

画の進行管理を行うとともに、前年度の事業実施状況やその実績を評価し公表します。そ

れにより、計画期間中に見直すべき必要が生じたときは適宜見直しを行い、効果的な消費

者行政の推進を図ります。 

また、毎年度作成する「消費者行政事業概要」は、附属機関である「川崎市消費者行政推

進委員会」に報告し意見を求めます。 

令和６ 
(2024)年度 

第７章 消費者行政推進計画の実効性の確保 

（1）計画の推進 

（2）計画の点検・評価・公表 

令和７ 
(2025)年度 

「消費者行政事業概要」 
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本市では、主な施策の方向性を踏まえて、「消費者行政推進計画」を推進していくこと

により、「めざすべき姿」を実現していきます。 

また、達成状況を客観的に把握するため、成果指標として次の２指標を設定します。 

① 消費生活相談の年度内完了率 

消費者を取り巻く環境は大きく変化しています。高齢化の進行、インターネットの普及

など情報化の進展、消費生活におけるグローバル化の進展等により、消費者被害も一層複

雑化・多様化しています。 

そのような状況の中、専門的知識を持ち経験豊富な消費生活相談員による助言・あっせ

ん等により、消費者の権利の回復、救済を図るため、より質が高く効率的な消費生活相談

窓口の充実・強化を図り、高水準にある年度内における消費生活相談の完了率を維持する

ことをめざします。 

また、相談者一人ひとりの状況に応じて、迅速かつ的確に対応し、きめ細かな消費生活

相談に努めます。 

 

② 消費行動の中で「消費者市民社会」の考え方を意識している市民の割合 

消費者が安全に安心して暮らせる社会を実現するために、被害救済等の法制度の整備が

重要である一方で、被害に遭わない消費者や合理的な意思決定ができる消費者の育成、ま

た、被害に遭った際に、適切に対応することができる自立した消費者の育成がこれまで以

上に重要になっています。 

さらに、公正かつ持続可能な社会を形成するためには、消費者一人ひとりが自身の消費

行動が環境や経済に与える影響を自覚することが大きな役割を果たします。 

消費者教育・啓発活動をより一層推進することで、「消費者市民社会」の形成に参画す

ることの重要性について理解を深め、消費者市民社会を意識し、その実現に向けて行動す

る市民を増やしていくことをめざします。 
 

成果指標 基準値 実績値 
目標値 

前回 今回 

① 消費生活相談の年度内完了率 

※１ 
98.2％ 

（平成26（2014）年度） 

99.4％ 

（令和３（2021）年度） 

99.0％以上 

（令和４（2022）年度） 

99.0％以上 

（令和７（2025）年度） 

② 消費行動の中で「消費者市民社

会」の考え方を意識している市

民の割合（アンケート）※２ 

64.3％ 

（平成27（2015）年度） 

88.7％ 

（令和４（2022）年度） 

92.0％以上 

（令和４（2022）年度） 

92.0％以上 

（令和７（2025）年度） 

（3）消費者⾏政推進計画の成果指標 
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※１ 「完了」とは、年度内に相談対応が完了したことを指す。 

①の目標値は、平成28（2016）年度からスタートした「川崎市総合計画」において平成26

（2014）年度の現状（基準値）を基に設定し、令和７（2025）年度までの目標値である。 

※２ 基準値については、内閣府実施の「消費者行政の推進に関する世論調査」（平成27(2015)

年９月調査）結果を参照。平成26(2014)年調査では59.2％であり、この推移を参考に目標

値を設定した。 

実績値については、講座やイベントなどの本市主催事業の参加者に対し、内閣府と同趣

旨の設問（環境負荷への配慮や食品ロス削減、地産地消などの具体例を掲示）を用いた、

本市独自のアンケート調査で算出している。 
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（4）施策体系図 

⑴商品等の安全性の調査（経済労働局消費者行政センター）

⑵商品に関する各法律に基づく立入検査（経済労働局消費者行政センター）

⑶商品テストの実施（経済労働局消費者行政センター）

⑷家庭用品安全対策（健康福祉局生活衛生担当、区役所）

⑸健康リビング対策（健康福祉局生活衛生担当、区役所）

⑹公園の遊具の安全点検（建設緑政局みどりの保全整備課、区役所）

⑴農作物の安全性確保（経済労働局農業技術支援センター）

⑵食品衛生に関する監視指導・検査、食中毒等の調査、消費者への情報提供

 （健康福祉局食品安全担当・中央卸売市場食品衛生検査所、区役所）

⑶学校給食の安全性確保（教育委員会事務局健康教育課・健康給食推進室）

⑷保育所給食の安全性確保（こども未来局運営管理課）

⑸水道水の安全性の確保（上下水道局水道水質課）

⑴環境衛生関係営業施設に対する監視指導（健康福祉局生活衛生担当、区役所）

⑵専用水道及び簡易専用水道に対する監視指導（健康福祉局生活衛生担当、区役所）

⑶小規模水道及び小規模受水槽水道に対する監視指導（健康福祉局生活衛生担当、区役所）

⑴廃家電製品に関する汚染防止（環境局廃棄物政策担当）

⑵使用済み乾電池に関する汚染防止（環境局廃棄物政策担当）

⑶蛍光管に関する汚染防止（環境局廃棄物政策担当）

⑴食品等の検査（健康福祉局食品安全担当・中央卸売市場食品衛生検査所、区役所）

⑵市内産農産物の放射性物質検査（経済労働局農業振興課）

⑶学校給食用食材の安全性確保（教育委員会事務局健康給食推進室）

⑷水道水中の放射性物質検査（上下水道局水道水質課）

⑴表示（単位価格）の基準の推進（経済労働局消費者行政センター）

⑵包装（消費者包装）の基準の推進（経済労働局消費者行政センター）

⑶過剰包装の自粛（環境局減量推進課）

⑷食品表示の適正化の推進

 （健康福祉局食品安全担当・中央卸売市場食品衛生検査所・健康増進担当、区役所）

⑸包装食品の表示基準の推進（経済労働局消費者行政センター）

⑹自動販売機の表示基準の推進（経済労働局消費者行政センター）

⑺アフターサービスの基準の推進（経済労働局消費者行政センター）

⑻家庭用品の品質表示の立入検査（経済労働局消費者行政センター）

⑴特定計量器（はかり・分銅等）の定期検査（経済労働局消費者行政センター）

⑵特定計量器（はかり・各種メーター類）の立入検査等（経済労働局消費者行政センター）

⑶商品量目立入検査（経済労働局消費者行政センター）

⑷商品量目試買検査（経済労働局消費者行政センター）

⑸計量展示室の公開（経済労働局消費者行政センター）

⑹適正計量の普及・啓発（経済労働局消費者行政センター）

⑴事業者との情報交換及び改善の推進（経済労働局消費者行政センター）

⑵不適正な取引行為の禁止（経済労働局消費者行政センター）

⑶広域的な被害拡大防止及び未然防止（経済労働局消費者行政センター）

⑴生鮮品等の安定供給の確保（経済労働局中央卸売市場北部市場業務課）

⑵新たな産地開拓に向けた取組（経済労働局中央卸売市場北部市場業務課）

⑶市内産農産物の地産地消の推進（経済労働局農業振興課）

⑷価格動向等の調査（経済労働局消費者行政センター）

⑴生活必需品等の確保（経済労働局消費者行政センター）

⑵飲料水の供給（上下水道局水道管理課）

⑶備蓄物資等の整備（危機管理本部危機対策部）

⑷防災に関する情報（危機管理本部危機管理部）

⑴消費生活に関する相談窓口（経済労働局消費者行政センター）

⑵消費生活相談員への助言等の充実（経済労働局消費者行政センター）

⑶特別相談の実施（経済労働局消費者行政センター）

⑷外国人市民等の被害救済に向けた関係機関との連携（経済労働局消費者行政センター）

⑸緊急特別相談の実施（経済労働局消費者行政センター）

⑹危害・危険情報の収集（経済労働局消費者行政センター）

⑺重大事故等の通知（経済労働局消費者行政センター）

⑻関係機関との連携（経済労働局消費者行政センター）

⑼消費生活相談のデジタル化の推進（経済労働局消費者行政センター）

⑽消費生活相談におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）への対応

 （経済労働局消費者行政センター）

⑴苦情処理のあっせん・調停等（経済労働局消費者行政センター）

⑵消費者訴訟の援助（経済労働局消費者行政センター）

⑶被害の救済に向けた関係機関との連携（経済労働局消費者行政センター）

〔施策の柱〕 〔施策の方向〕 〔具体的施策〕

Ⅰ．安全の確保
１．商品・サービスの

　　安全性確保

２．食の安全性確保

３．監視指導

１．表示・包装の適正化

２．計量の適正化

４．商品廃棄に係る

　　汚染防止

５．放射性物質に対する

　　安全性確保

Ⅱ．表示、計量等の
　　適正化及び不適正な

　　取引行為の禁止

３．不適正な取引行為の禁止

Ⅲ．生活必需物資の確保

　　及び価格の安定

１．生活必需物資の確保及び

    価格の安定

Ⅳ．苦情の処理及び

    被害の救済
１．消費生活相談機能の充実

２．災害緊急対策

２．被害の救済
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〔施策の方向〕 〔具体的施策〕

⑴消費生活に関する情報の提供（経済労働局消費者行政センター）

⑵街頭啓発による消費者被害の防止（経済労働局消費者行政センター）

⑶消費者行政センターの情報の充実（経済労働局消費者行政センター）

⑷消費者支援強調月間の実施（経済労働局消費者行政センター）

⑸「かしこい」消費者の育成に向けた講座の実施（経済労働局消費者行政センター）

⑹消費者団体等による消費生活展の開催（経済労働局消費者行政センター）

⑺消費者市民社会の実現に向けた広報の実施（経済労働局消費者行政センター）

⑻地域社会における地球温暖化対策等啓発の実施（環境局脱炭素戦略推進室）

⑼健康な食のあり方等を学ぶ機会・情報の提供（健康福祉局健康増進担当）

⑽消防に関する情報の提供（消防局予防課、査察課）

⑾住宅に関する情報の提供（まちづくり局住宅整備推進課）

⑿市場体験による食育等の実施（経済労働局中央卸売市場北部市場業務課）

⑴地域の団体等に対する講座の実施（経済労働局消費者行政センター）

⑵地域における消費者被害の未然防止（経済労働局消費者行政センター）

⑶ふれあい出張講座等による環境教育・環境学習の実施（環境局減量推進課）

⑷ごみ減量、リサイクルへの意識啓発の推進（環境局減量推進課）

⑸地域に向けた火災予防に関する啓発の推進（消防局予防課）

⑴啓発冊子等による消費者被害防止（経済労働局消費者行政センター）

⑵地域包括支援センター等との連携による消費者被害防止（経済労働局消費者行政センター）

⑶講座の実施による消費者被害防止（経済労働局消費者行政センター）

⑷地域の見守り活動に関する情報の提供等（経済労働局消費者行政センター）

⑴消費者としての児童生徒の育成（教育委員会事務局総合教育センター）

⑵学生に向けた消費者市民社会の普及啓発（経済労働局消費者行政センター）

⑶教育機関等に対する講座の実施（経済労働局消費者行政センター）

⑷消費者市民社会に関する講座の実施（経済労働局消費者行政センター）

⑸職場体験の実施（経済労働局消費者行政センター）

⑹イベント等による消費者教育の実施（経済労働局消費者行政センター）

⑺環境配慮をめざした「エコ・クッキング」講座の実施（環境局減量推進課）

⑻社会科副読本の作成（環境局減量推進課）

⑼出前ごみスクール等による環境教育・環境学習の実施（環境局減量推進課）

⑴労働者等への講座の実施（経済労働局消費者行政センター）

⑵事業者向けエコドライブ啓発の推進（環境局地域環境共創課）

⑶事業活動における地球温暖化対策等啓発の実施（環境局脱炭素戦略推進室）

⑷事業系一般廃棄物の減量化等に向けた指導（環境局減量推進課）

⑸エコショップ制度、リユース・リサイクルショップ制度の拡充（環境局減量推進課）

⑹食品廃棄物のリデュース・リサイクルの推進（環境局減量推進課）

⑺消費者志向経営の普及啓発（経済労働局消費者行政センター）

⑴消費者教育の担い手の育成に向けた講座の実施（経済労働局消費者行政センター）

⑵消費生活相談員の研修支援（経済労働局消費者行政センター）

⑶消費生活eモニターへの研修の参加支援等（経済労働局消費者行政センター）

⑷学校における消費者教育の担い手の育成（教育委員会事務局総合教育センター）

⑸廃棄物減量指導員制度との連携（環境局減量推進課）

⑹環境教育の担い手の育成（環境局企画課）

⑺食に関する地域活動等の担い手の育成（健康福祉局健康増進担当）

⑴地域団体等との連携に向けた講座の実施（経済労働局消費者行政センター）

⑵消費者団体・生活協同組合等の育成及び連携の推進（経済労働局消費者行政センター）

⑶多様な主体との連携による地球温暖化対策等啓発の実施（環境局脱炭素戦略推進室）

⑷食の安全に関する情報の提供（経済労働局消費者行政センター）

⑸関係団体等とのネットワークの構築（健康福祉局健康増進担当）

⑹資源集団回収に向けた連携の推進（環境局減量推進課）

⑴洗濯用粉石けんの安定供給に関する消費者支援協定（経済労働局消費者行政センター）

⑵家庭用電気製品の修理に関する消費者支援協定（経済労働局消費者行政センター）

⑶上下水道の水回り工事に関する消費者支援協定（経済労働局消費者行政センター）

⑷住宅工事の契約における消費者トラブルの防止に関する協定（経済労働局消費者行政センター）

⑸葬儀における消費者トラブルの防止に関する協定（経済労働局消費者行政センター）

⑴川崎市消費者行政推進委員会の運営（経済労働局消費者行政センター）

⑵消費生活eモニターの育成（経済労働局消費者行政センター）

⑶川崎市食の安全確保対策懇談会の運営（経済労働局消費者行政センター）

⑷市長への申出（経済労働局消費者行政センター）

⑴庁内関係局との連携（経済労働局消費者行政センター）

⑵関係行政機関及び団体との連携強化（経済労働局消費者行政センター）

⑶権限の委任及び移譲等に対する執行体制の整備（経済労働局消費者行政センター）

１．市民に向けた効果的な

　　情報発信

２．様々な場やライフ
　　ステージに応じた

　　消費者教育・啓発の推進

Ⅵ．消費者支援協定 １．消費者支援協定の締結

Ⅶ．施策推進のための

　　行政体制の充実
１．消費者意見の反映

２．消費者行政の円滑な推進

３．地域の消費者教育の担い
　　手の育成及び多様な主体

　　間の連携

Ⅴ．消費者市民社会の

　　形成に向けた消費者
　　教育の推進

　【消費者教育推進計画】

②多様な主体との

連携及び育成

①担い手の育成

①地域社会・全世代

②地域社会・高齢者

・障害者

③学校・若年者

④職域・事業者
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